
　

そ
の
ほ
か
の
市
町
村
は
、
所
在
す
る
都
道

府
県
の
知
事
の
同
意
を
得
て
景
観
行
政
団
体

に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

道
内
で
は
、
北
海
道
、
札
幌
市
、
旭
川
市
、

函
館
市
が
法
定
団
体
、
東
川
町
、
清
里
町
、

美
瑛
町
、
平
取
町
、
小
樽
市
、
長
沼
町
、
当

別
町
、
黒
松
内
町
、
釧
路
市
が
知
事
同
意
団

体
と
し
て
景
観
行
政
団
体
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

北
海
道
で
は
、
法
律
に
定
め
る
手
続
き
と

北
海
道
景
観
条
例
の
制
定（
平
成　

年
4
月

20

1
日
施
行
）を
経
て
、
平
成　

年
4
月
1
日

21

か
ら
景
観
行
政
事
務
を
全
部
開
始
し
て
お

り
、
現
時
点
で
は
上
富
良
野
町
は
北
海
道
上

川
総
合
振
興
局
が
管
轄
す
る
区
域
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
旧
条
例
は
ど
の
よ
う
な
位
置

付
け
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
法
律
が

制
定
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

景
観
に
対
す
る
町
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め

る
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
将
来

的
に
景
観
行
政
団
体
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
旧
条
例
に
基
づ
き
作

成
し
た
「
上
富
良
野
町
景
観
づ
く
り
基
本
計

画
」
は
、
景
観
行
政
団
体
事
務
の
基
礎
と
な

る
「
か
み
ふ
ら
の
景
観
づ
く
り
計
画
」
に
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

■
改
正
新
条
例
に
つ
い
て

　

平
成　

年
3
月
制
定
の
旧
条
例
は
、
法
律

16

の
制
定
前
で
あ
っ
た
た
め
、
法
律
に
適
合
し

て
い
な
い
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
景

観
行
政
団
体
と
し
て
事
務
を
行
う
た
め
に

は
、
法
律
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
べ
き
内
容

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
正
が
必
要

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
北
海
道
の
景
観
行
政

と
の
整
合
を
図
る
た
め
、
昨
年
4
月
の
北
海

道
の
事
務
開
始
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
町
で

も
具
体
的
に
景
観
行
政
団
体
に
な
る
た
め
の

準
備
を
始
め
、
今
年
9
月
開
催
の
町
議
会
の

議
決
を
経
て
、
改
正
し
た
新
た
な
「
か
み
ふ

ら
の
景
観
づ
く
り
条
例（
以
下
「
新
条
例
」
と

い
い
ま
す
。）」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
新
条
例
に
基
づ
き
、
表
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
沿
っ
て
景
観
行
政
事
務
の
開
始
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

　

上
富
良
野
町
は
、
平
成　

年
4
月
1
日
に

23

景
観
行
政
団
体
に
な
り
景
観
行
政
事
務
を
開

始
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
建
物
を
建
て
る
な

ど
景
観
に
影
響
を
与
え
る
行
為
を
す
る
と
き

に
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
届
出
が
必
要
な
場

合
に
つ
い
て
、
取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
す
。

　

手
続
き
を
怠
っ
た
り
、
誤
っ
た
取
り
扱
い

を
す
る
と
、
法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
務
開
始
に
先
立
ち
、

町
広
報
誌
の
本
号
、
2
月
号
、
3
月
号
の
3

回
に
わ
た
り
、
景
観
行
政
事
務
の
概
要
と
変

更
点
を
中
心
に
、
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
て

い
き
ま
す
。

■
景
観
行
政
を
取
り
巻
く
概
況

　

町
で
は
、
平
成　

年
3
月
に
「
か
み
ふ
ら

16

の
景
観
づ
く
り
条
例（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い

い
ま
す
。）」
を
制
定
し
、
そ
の
後
、
平
成　
16

年
6
月
に
景
観
法
が
公
布
、
一
部
施
行
の
経

過
措
置
を
経
て
平
成　

年
6
月
1
日
か
ら
全

17

部
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

景
観
法（
以
下
「
法
律
」
と
い
い
ま
す
。）で

は
、
景
観
に
か
か
わ
る
行
政（
以
下
「
景
観
行

政
」
と
い
い
ま
す
。）は
、
景
観
行
政
団
体
が

担
う
よ
う
定
め
て
お
り
、
都
道
府
県
、
政
令

指
定
都
市
及
び
中
核
市
は
、
法
定
団
体
と
し

て
、
そ
の
役
割
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景
観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政
事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事
務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務
ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開
始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向
けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて

景
観
行
政
事
務
の
開
始
へ
向
け
て

平
成

年
4
月
1
日

23

問
合
せ

建
設
水
道
課
建
設
班

�
�
6
9
8
1

11
■
景
観
と
は

　

こ
こ
ま
で
に
、「
景
観
」
と
い
う
言
葉
が
何

度
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
は
景
色

や
眺
め
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
辞

書
な
ど
に
よ
る
と
「
特
に
優
れ
た
景
色
。
景

観
と
は
見
る
主
体
で
あ
る
人
と
、
見
ら
れ
る

対
象
で
あ
る
環
境
と
の
視
覚
的
関
係
。
山

川
・
植
物
な
ど
の
自
然
景
観
と
、
耕
地
・
交

通
路
・
市
街
地
な
ど
の
文
化
景
観
に
分
け
ら

れ
る
。」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
条
例
で
は
、
特
に
優
れ
た
景
色
で
あ
る

と
と
も
に
「
臨
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
視
覚
に
よ
る
映
像
」
と
定
義
し
て
い
ま

す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
町
の
景
観
行
政
で
扱

う
景
観
と
は
、「
誰
で
も
が
、
そ
の
場
に
立
っ

て
眺
め
ら
れ
る
素
晴
ら
し
い
又
は
、
貴
重
な

景
色
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
誰
で
も
が
そ
の
場
に
立
っ
て
」
と
い
う
こ

と
は
、
制
限
や
独
占
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
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■
町
域
内
景
観
行
政
の
現
状

　

現
在
、
北
海
道
で
は
、
景
観
行
政
団
体
と

な
っ
て
い
る
前
記
の　

市
町
区
域
を
除
く

12

北
海
道
全
域
を
区
域
と
し
た
「
北
海
道
景
観

計
画
」
に
基
づ
き
、
景
観
行
政
事
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。
様
々
な
気
候
、
風
土
、
地
勢
、

産
業
な
ど
の
異
な
る
地
域
を
含
む
た
め
、
景

観
に
関
わ
る
地
域
特
性
を
考
慮
で
き
な
い

と
い
う
事
情
か
ら
、
北
海
道
景
観
計
画
は
共

通
性
の
枠
内
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
現
在
、
上
富
良
野
町
域
内
で

行
お
う
と
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
北
海
道

上
川
総
合
振
興
局
が
届
出
先
に
な
り
、
共
通

事
項
の
枠
内
で
審
査
を
行
う
一
方
で
、
町
の

景
観
担
当
部
署
で
あ
る
建
設
水
道
課
に
、
町

独
自
の
景
観
基
準
に
沿
っ
た
意
見
を
求
め

る
届
出
書
の
写
し
が
送
付
さ
れ
て
き
て
、
提

出
し
た
意
見
を
加
味
し
て
、
届
出
さ
れ
た
行

為
が
制
御
、
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
旧
条
例
に
基
づ
い
て
、
平
成　
18

年
1
月
に
「
上
富
良
野
町
景
観
づ
く
り
基
本

計
画
」
と
「
上
富
良
野
町
公
共
事
業
景
観
づ

く
り
指
針
」
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
「
基
本

計
画
と
指
針
」
が
、
北
海
道
か
ら
求
め
ら
れ

る
意
見
を
示
す
際
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
町
の
「
基
本
計
画
と
指
針
」
に

規
制
す
べ
き
行
為
と
し
て
示
し
て
あ
る
、

・
土
地
の
開
墾
、
土
砂
の
採
掘
な
ど
土
地
の

　

形
質
の
変
更

・
屋
外
に
お
け
る
土
石
、
廃
棄
物
、
再
生
資

　

源
そ
の
他
の
物
件
の
た
い
積

・
電
線
路
、
有
線
電
気
通
信
の
た
め
の
線
路

　

又
は
空
中
線
系

に
つ
い
て
は
、
北
海
道
景
観
計
画
で
は
届
出

対
象
外
と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
は
規
制
の

網
か
ら
漏
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま

す
。

　

以
下
、
来
年
2
月
号
に
続
き
ま
す
。

　

上
富
良
野
町
の
景
観
行
政
事
務
の
基
礎
と

な
る
景
観
計
画
、「
か
み
ふ
ら
の
景
観
づ
く

り
計
画
」
の
根
幹
部
分
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
「
か
み
ふ
ら
の
景
観
づ
く
り
計
画
」
は
、

　

月　

日
に
決
定
告
示
を
し
て
、
建
設
水

11

29

道
課
で
縦
覧
中
で
す
。
ま
た
、
町
行
政
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

景観行政事務開始スケジュール表
【
平
成　

年
】

22

9月１０月11月12月【
平
成　

年
】

23

1月2～3月4月
・
景
観
計
画（
素
案
）に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ

　

ク
コ
メ
ン
ト（
9
月
〜　

月
）

10

・
景
観
づ
く
り
条
例
改
正
、
公
布

　
（
公
布
…
平
成　

年
9
月　

日
、
施
行
…

22

16

　

平
成　

年
4
月
1
日
）

23

・
景
観
行
政
団
体
に
係
る
知
事
協
議（　

日
）

14

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
な
ど
結
果

の
公
表
と
結
果
を
反
映
し
た
景
観
計
画

（
案
）の
策
定

・
景
観
計
画
策
定（
案
）に
つ
い
て
景
観
づ
く

　

り
推
進
会
議
に
意
見
諮
問（　

日
）

28

・
景
観
行
政
団
体
協
議
に
係
る
知
事
同
意　

（
8
日
付
け
）

・
景
観
行
政
団
体
に
な
る
期
日（
平
成　

年
23

　

4
月
1
日
）の
公
示

　

告
示
…　

月
9
日
〜　

月
8
日

11

12

　

公
告
…
町
広
報　

月　

日
号
掲
載
、
町
行

11

25

　

政
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載（
9
日
）

・
景
観
づ
く
り
推
進
会
議
景
観
計
画（
正
案
）

　

意
見
答
申

・
景
観
計
画
策
定（
成
案
）に
つ
い
て
都
市
計

　

画
審
議
会
に
意
見
諮
問
・
答
申（　

日
）

26

・
景
観
計
画
の
決
定
・
縦
覧
の
告
示（
決
定

　

日
…　

日
、
計
画
施
行
日
…
平
成　

年
4

29

23

　

月
1
日
、
告
示
期
間
…　

月　

日
〜　

月

11

29

12

　
　

日
）

28
・
景
観
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
改
正（　
29

　

日
）

・
町
民
へ
の
広
報（
周
知
期
間
〜
町
広
報　
12

　

月
号
…
そ
の
1
）

・
届
出
対
象
行
為
に
関
す
る
事
前
相
談
開
始

・
町
民
へ
の
広
報（
周
知
期
間
〜
町
広
報
2

　

月
号
…
そ
の
2
・
3
月
号
…
そ
の
3
）

・
景
観
行
政
団
体
に
な
る
日

・
景
観
計
画
、
新
条
例
の
施
行

・
景
観
行
政
団
体
事
務
の
開
始
、
行
為
の
届

　

出
な
ど
の
開
始（
平
成　

年
4
月
1
日
）

23

■
景
観
行
政
事
務
と
は

　

景
観
行
政
団
体
で
あ
る
市
町
村
が
行
う
事

務
は
、
法
律
に
従
っ
て
委
任
さ
れ
た
も
の

を
、
条
例
で
定
め
た
手
続
き
に
よ
っ
て
実
施

し
ま
す
。

　

こ
の
主
な
も
の
は
、
景
観
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
、
届
出
制
度
に

よ
っ
て
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
て
協
議
、
勧

告
又
は
、
命
令
な
ど
の
処
分
を
行
い
、
行
為

者
に
是
正
や
中
止
を
し
て
も
ら
う
も
の
で
、

景
観
行
政
団
体
の
必
須
事
務
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
処
分
に
反
す
る
場
合
は
、
法
律
に

基
づ
い
た
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

他
に
は
、
必
要
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
、

・
景
観
重
要
建
造
物
と
景
観
重
要
樹
木
の
指

　

定
と
管
理

・
景
観
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
策
定
と

　

管
理

・
都
市
計
画
区
域
内
の
景
観
地
区
な
ど
の
指

　

定
と
管
理

・
住
民
な
ど
に
よ
る
景
観
協
定
の
認
可
と
管

　

理
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）の
景
観

　

整
備
機
構
指
定
と
管
理

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
務
を
行
う
上
で
、
市
町
村
と

し
て
の
考
え
方
や
基
準
、
方
針
な
ど
が
必
要

に
な
り
ま
す
が
、
法
律
で
は
こ
の
内
容
に
つ

い
て
、「
景
観
計
画
」
と
市
町
村
の
条
例
・
規

則
に
定
め
る
よ
う
規
定
し
て
い
ま
す
。
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で
、
公
共
の
場
所
が
見
る
基
準
の
位
置
に
な

り
ま
す
。
自
宅
の
窓
か
ら
の
景
色
は
、
景
観

と
し
て
扱
い
ま
せ
ん
。

「
立
っ
て
眺
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

ビ
デ
オ
や
写
真
な
ど
の
記
録
し
た
映
像
も
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

「
素
晴
ら
し
い
又
は
貴
重
な
景
色
」
の
場
合

は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
が
影
響
し
ま
す
の

で
、
な
か
な
か
難
し
い
面
が
あ
り
、「
大
半
の

人
が
そ
う
感
じ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
地
元
上
富
良
野
町
民
が
見
慣
れ
た
景

色
で
も
、
来
訪
者
が
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
た

り
、
朽
ち
果
て
た
廃
墟
の
風
景
に
歴
史
的
な

貴
重
性
が
あ
る
場
合
も
あ
り
、
選
別
や
判
定

の
手
続
き
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
新
条
例
で
は
、「
上
富
良
野
町
景
観

づ
く
り
推
進
会
議
」
が
こ
の
役
割
を
果
た
し

ま
す
。　


